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１ 温暖化対策推進体制 
  以下の温暖化対策推進体制により、計画の推進を図ります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         推進組織図はＰ18に掲載

温暖化対策総括者（市長） 
・計画の進捗状況の評価について検討、見直

しの指示 
・計画の見直し案について検討、承認等 
・市民等への公表 

環境審議会 
・温暖化対策推進方法の提言 

市  民 

温暖化対策推進委員長（助役）、副委員長（生

活環境部長） 
・計画の進捗状況の評価を行い、計画の見直

し案について審議し、温暖化対策総括者へ報

告 
委員（部長等） 
・計画の進捗状況の評価、報告 
・部内・所属施設での取組の啓発 

温暖化対策事務局 
（環境課） 

・各調査結果の取りまとめ、報告 
・計画の見直し案の作成、報告 
・情報提供 
・連絡調整 

温暖化対策推進責任者（課長等、施設の長） 
・計画の進捗状況の評価、報告 
・課内、所属施設等での取組の啓発 
・課内、所属施設等の推進員を選出 

温暖化対策推進員 
（各課、施設担当者 １名） 

・課内、担当施設等における調査の実施、報告 
・課内、施設等の所属職員の意見等の報告 
・課内、担当施設等での取組の啓発 

全 職 員 
・目標に向けた取組の積極的な実践 

温暖化対策推進委員会 
指示 

指示 

指示 

報告 

報告 

意見等 

報告 
提言 

公表 

第５ 計画の推進と点検評価及び計画の見直し 

指示 報告 
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温暖化対策総括者（市長） 
 ・計画の進捗状況、評価及び見直し等について検討し、温暖化対策推進委員会に対し、

必要に応じて計画の見直し等の指示を行う。 
 ・計画の見直し案について検討し、承認等を行う。 
 ・計画の進捗状況、評価及び見直しについて、市民等に公表する。 
 
温暖化対策推進委員会（助役、部長等） 
 ・温暖化対策推進委員長（助役）、副委員長（生活環境部長）、委員（部長等）で構成し、

本計画の実行について、審議する。 
 ・計画の進捗状況について全体の評価を行い、温暖化対策総括者（市長）に報告する。 
 ・必要に応じて計画の見直し案について検討を行い、温暖化対策総括者に報告する。 
温暖化対策推進委員（部長等） 
 ・部内の進捗状況について評価を行い、温暖化対策推進委員会に報告する。 
・部内・所属施設等の職員に、取り組みの実施を啓発する。 

 
温暖化対策推進責任者（課長等、施設の長） 
 ・課内・所属施設等に温暖化対策推進員（担当者）を選任し、課内、所属施設等の調査

を指示する。 
 ・課内、所属施設等について、調査結果及び所属職員の意見等を取りまとめ、所属施 
設等全体での評価を行い、部長等の決裁後、温暖化対策事務局（環境課）に報告する。 
 ・課内、所属施設等の職員に、取り組みの実施を啓発する。 
 
温暖化対策推進員（課、施設担当者１名） 
 ・課内、施設等について調査を行い、温暖化対策推進責任者に報告する。 
 ・課内、施設等の所属職員に、取り組みの実施を啓発する。 
 ・課内、施設等の所属職員から意見等を取りまとめ、温暖化対策推進責任者に報告する。 
 
温暖化対策事務局（環境課） 
 ・温暖化対策推進責任者から報告された調査結果を取りまとめ、温暖化対策推進委員会

に報告する。 
 ・必要に応じて計画の見直し案を作成し、温暖化対策推進委員会に報告する。 
 ・市民、環境審議会からの提言等を取りまとめ、温暖化対策推進委員会に報告する。 
 ・職員に対し、温暖化対策に関する情報提供を行う。 
 ・温暖化対策推進責任者との連絡調整を行い、計画の円滑な推進に努める。 
 
環境審議会 
 ・温暖化対策総括者からの報告を受け、温暖化対策の推進方法について提言する。 
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２ 進捗状況の把握・評価 
 
（１）取組状況の把握 
   推進員は、毎年度始めに、担当施設等の状況に応じて重点取組項目を設定し、「取組

状況調査票（様式１）」に記入し、毎月評価を記入するとともに、全職員に取組状況(様
式１－２)を自己評価させ、四半期ごとに推進責任者に提出する。 

   推進責任者は、所属施設等の取組状況調査票を取りまとめ、事務局に提出する。 
事務局は、取組状況調査票の内容を確認し、推進責任者を通して推進員に返却する

とともに、取組推進のための資料とて活用する。 
   推進員は、年間の記入が終了した取組状況調査票に評価、意見等を記入し、推進責

任者に提出する。推進責任者は、課内、所属施設等の取組状況調査票を取りまとめ、

事務局へ提出する。 
   事務局は、提出された取組状況調査票を取りまとめ、温暖化対策推進委員会へ報告

する。 
   事務局へ提出する書類は、推進委員の決裁を得ること。 
 
（２）活動量等の把握 

推進員は、四半期ごとに課内・施設等の使用実績を「課別・施設別活動量調査票（様

式２－２及び様式２－３）」に記載し、推進責任者の決裁を受け、事務局に提出する。                                     

また、毎年度 4 月末までに「活動量調査票（様式２－１）及び「活動票に関する質問
票（様式３）」に前年度の活動実績を記入し、推進責任者に提出する。 
推進責任者は、課内、所属施設等の調査結果を取りまとめ、所属施設等全体で評価を

行い、事務局に提出する。なお、評価の際は、活動量に関する質問票を活用し、以下

の変化要因について把握し、評価を行うものとする。 
  ・新規施設の建設や、既存施設の廃止による施設数の変化、公用車の所有台数の変化  

等。    
  ・施設・設備の使用方法による燃料、電気使用量等の変化。 
  ・新規導入した施設・設備の性能による燃料、電気使用量等の変化。 
  ・開発等の温度効果ガスの排出状況に寄与する市の行動の変化。 
    
   事務局は、提出された活動量調査票及び活動量に関する質問票の内容を確認し、温 
室効果ガス総排出量の算定及び変化要因について取りまとめを行う。 
集計結果は、温暖化対策推進委員会へ報告する。 

 
（３）評価 
   温暖化対策推進委員会は、報告された温室効果ガス排出状況、取組状況について全

体の評価を行い、温暖化対策総括者へ報告する。 
 
（４）計画の見直し 
   温暖化対策総括者は、温暖化対策委員会から報告された計画の進捗状況の評価につ
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いて検討し、数値目標、取組方法、取り組み内容等を見直す必要性が認められた場合は、

温暖化対策推進委員会に対し、計画の見直しを指示する。 
  事務局は、計画の見直し案を作成し、温暖化対策推進委員会に提案する。 
  温暖化対策推進委員会は、計画の見直し案について検討を行い、温暖化対策総括者に

報告する。 
  温暖化対策総括者は、温暖化対策推進委員会から報告された計画の見直し案について

検討し、承認等を行う。 
 
３ 公表 
  取り組みの透明性・客観性を確保するとともに、市民・事業者への普及啓発の一環と

して、本計画の内容、進捗・達成状況を市広報誌及びホームページ上で公表等を行う。 
 
４ 職員への普及・啓発 
  本計画を実効性のある全庁的なものとして推進していくためには、職員一人ひとりが 
計画の目的や内容を理解し、温暖化防止対策のために積極的・自発的に取り組むことが

必要となり、計画に関する情報発信・提供や研修等を通して、全職員への普及啓発を図

る。 
 
（１）職員への計画の周知 
  本計画を取り組みの単位である各課・施設に配布し、全職員への周知を図る。 
   また、庁内 LANを通じて、本計画の内容や進捗状況について情報提供を行う。 
 
（２）研修の実施 
   温暖化対策推進員に対して、定期的な研修を実施し、新人研修、その他職員研修等に

おいて、本計画について周知を行うとともに、温暖化防止対策や環境意識を高めるため

のプログラムを取り入れる。 
 
５ 推進員の引継方法 
  推進員が異動する場合、温暖化対策推進責任者は後任者を任命するとともに、「地球温

暖化対策推進員引継書（様式４）」の作成を指示する。 
引継の内容は、以下に示すとおりです。 

  ・資料の引継 
  ・担当施設等の特徴について説明 
  ・把握する活動の種類について説明 
  ・各調査票の記入方法についての説明 
  ・引継までの各調査票の記入 
  ・その他必要な事項 


